
（新）ツキノワグマ被害防止緊急対策事業

○ 事業実施の背景
本年度は、クマの目撃件数、人身被害数ともに10月時点ですでに過去最多を記録しており、まさに「非常事態」にあること

から、人身事故防止に向けたさらなる対策を緊急に行うことが強く求められている。
特に、専門家からは「クマの人馴れ」による出没増加のほか、目撃の情報に慣れる「人のクマ慣れ」による住民の危機意識

の低下も指摘されていることから、危機意識を高め自分事として捉えてもらうための情報発信を行うとともに、市町村が円滑
に対策に取り組めるよう、県主体の事業により人的支援及び財政的支援を行うことが求められる。

○ 事業内容

① 新聞広告の掲載
クマ被害の報道は全国的に増えている
一方、被害防止のための具体的な方法
が十分浸透していないため、訴求力の
高い新聞広告を活用して、事故を防ぐ
ための「10箇条」を掲載する。

② 市町村と連携した注意喚起広報
①掲載後、広告データを市町村へ共有
し、広報誌や回覧板等で住民一人一人
に継続的に注意喚起を促す。

(4) ツキノワグマ注意喚起情報発信
【情報発信】

クマの人馴れ対策（人里に寄せ付けない、出没時の対応） 人のクマ慣れ対策（住民に対する注意喚起、自己防衛）

クマ対策に有効な物品等を県が購入し、
市町村へ配付又は貸出を行う。

① クマ用箱罠（ドラム缶式等）
近年クマ出没が増えつつあるが箱罠を
保有していない市町村向けに貸出

② クマ撃退スプレー
クマ出没エリアの集落等を中心に貸出

(3) ツキノワグマ被害防止緊急対策
資材支援事業 【財政的支援】

適切な
対策・
使用方
法等の
指導・
支援

県が委託した鳥獣対策の専門家を
市町村に派遣

○ 通常時の対応
・ 環境診断

出没要因となる誘引物等の確認
・ 平時のクマ対策支援・指導

専門職員不在の市町村への支援
・ 捕獲技術の支援

捕獲経験の少ない市町村への支援
○ 緊急時の対応

市街地出没時の現場対応支援

・ 追い払い等の対策を支援・指導

・ 誘引木伐採
・ 河川敷等の刈払い
・ 対策の実施にあたり市町村の要望

を踏まえた必要な資機材等の提供

(1) ツキノワグマ対策専門人材
派遣事業 【人的、財政的支援】

① 市町村への支援・指導

② 地域住民への対策支援

③ 対策の実施

対策が
必要な
場所を
把握

各振興局に配置している鳥獣保護管理員
及び県職員によるパトロールを10月下旬
から11月末までの期間強化し、クマ出没
のリスクが高い場所を早期に特定・周知
するとともに、必要に応じて花火による
追い払いを行う。

(2) 鳥獣保護管理員緊急パトロール
【人的支援】
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